
第 109 期  中間決算公告 

 平成 22 年 12 月 22 日                       山形県鶴岡市本町一丁目９番７号 

                                   株式会社 荘 内 銀 行 

                                    取締役頭取 國井 英夫 

 

中間貸借対照表（平成 22 年９月 30 日現在） 

（単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 21,729 預 金 873,650 

コ ー ル ロ ー ン 20,000 譲 渡 性 預 金 29,597 

買 入 金 銭 債 権 1,016 コ ー ル マ ネ ー 16,027 

商 品 有 価 証 券 67 借 用 金 42,100 

金 銭 の 信 託 970 外 国 為 替 2 

有 価 証 券 226,032 社 債 10,000 

貸 出 金 724,605 そ の 他 負 債 7,358 

外 国 為 替 1,162 未 払 法 人 税 等 136 

そ の 他 資 産 8,897 リ ー ス 債 務 289 

有 形 固 定 資 産 12,475 そ の 他 の 負 債 6,932 

無 形 固 定 資 産 696 退 職 給 付 引 当 金 1,018 

繰 延 税 金 資 産 6,660 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 104 

支 払 承 諾 見 返 5,463 偶 発 損 失 引 当 金 22 

貸 倒 引 当 金 △6,939 再評価に係る繰延税金負債 762 

  支 払 承 諾 5,463 

  負債の部合計 986,108 

  （純資産の部）  

  資 本 金 7,000 

  資 本 剰 余 金 18,808 

  資 本 準 備 金 7,000 

  そ の 他 資 本 剰 余 金 11,808 

  利 益 剰 余 金 12,249 

  そ の 他 利 益 剰 余 金 12,249 

  別 途 積 立 金 5,000 

  繰 越 利 益 剰 余 金 7,249 

  株 主 資 本 合 計 38,057 

  その他有価証券評価差額金 △2,329 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △21 

  土 地 再 評 価 差 額 金 1,024 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △1,326 

  純資産の部合計 36,731 

資産の部合計 1,022,840 負債及び純資産の部合計 1,022,840 



中間損益計算書
平成 22 年４月 １日から 

平成 22 年９月 30 日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

経 常 収 益    12,808  

資 金 運 用 収 益  8,517    

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）  （7,520）    

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）  （977）    

役 務 取 引 等 収 益  2,250    

そ の 他 業 務 収 益  1,594    

そ の 他 経 常 収 益  446    

経 常 費 用    10,911  

資 金 調 達 費 用  1,114    

（ う ち 預 金 利 息 ）  （887）    

役 務 取 引 等 費 用  972    

そ の 他 業 務 費 用  1,512    

営 業 経 費  6,735    

そ の 他 経 常 費 用  576    

経 常 利 益    1,897  

特 別 利 益    67  

特 別 損 失    4  

税 引 前 中 間 純 利 益    1,960  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  37    

法 人 税 等 調 整 額  844    

法 人 税 等 合 計    881  

中 間 純 利 益    1,079  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個別注記表 

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連法人等

株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし株式については中間決算日前１カ月の市場価格の平均に基

づく時価法、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法に

より行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）

を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物   ７年～50 年 

その他   ５年～20 年 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては行内における利用可能期間

（５年）に基づいて償却しております。 

(3）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法

によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ

以外のものは零としております。 

５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行

等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、

過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当す

る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認め

る額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込

額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施した上で資産

査定部署より独立した資産監査部署で監査を行い、その査定結果により上記の引当を行っております。 

(2）投資損失引当金 

 投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券等の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額

を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中

間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方

法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（15 年）による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌期から費用処理 

 なお、会計基準変更時差異（2,710 百万円）については、15 年による按分額を費用処理することとし、当中間期において

は同按分額に 12 分の６を乗じた額を計上しております。 

 



(4）睡眠預金払戻損失引当金 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に

応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(5）偶発損失引当金 

 信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金支

払見積額を計上しております。 

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．リース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４月１日前に開始する事業年度に属するも

のについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

(1）金利リスク・ヘッジ 

 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会

計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会報告第 24 号」と

いう。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについ

て、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのう

え特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動

要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(2）為替変動リスク・ヘッジ 

 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処

理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。以下「業種別監査委員会報告

第 25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。  

 ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及

び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相

当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券

の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘ

ッジとして時価ヘッジを適用しております。 

９．消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係

る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準） 

 当中間期から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号平成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号平成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

 これによる当中間期の中間財務諸表に与える影響はありません。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式（及び出資金）総額   9,992 百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は 3,585 百万円、延滞債権額は 8,953 百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て

又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸

出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として

利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 3,189 百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該



当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 15,728 百万円であります。 

 なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及

び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は 2,603 百万

円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券     52,665 百万円 

担保資産に対応する債務 

コールマネー   15,600 百万円 

借用金           36,300 百万円 

 上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 66,273 百万円を差し入れており

ます。 

 また、その他の資産のうち保証金は 406 百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定さ

れた条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資

未実行残高は、125,612 百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なも

の）が 123,571 百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来

のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその

他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付

けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定

めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額に

ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日   平成 11 年９月 30 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法   

  土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第３号に定める土地課税台帳に登録

されている価格に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例等による補正等）合理的な調整を行って算出する方

法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によって算出する方法を併用しております。 

10．有形固定資産の減価償却累計額  7,761 百万円 

11．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 5,800 百万円が含まれており

ます。 

12．社債は、全額劣後特約付社債であります。 

13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務の額は

2,135 百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額   302 円 76 銭 

15．銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準） 9.45％ 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常費用」には、株式等売却損 197 百万円、株式等償却 138 百万円を含んでおります。 

２．当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行っている営業店グ

ループは当該グループ単位）で、遊休資産については各資産単位でグルーピングを行っております。また、本部、事務センタ

ー、社宅・寮、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 

  このうち、以下の資産及び資産グループについて、地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計４百万円を「減損損失」として特別損失に計上しております。 

区分 地域 主な用途 種類 減損損失 

遊休資産 山形県内 遊休資産１カ所 土地 ４百万円

合計    ４百万円

  なお、当該資産グループの回収可能性については、正味売却価額により算出しております。正味売却価額は、路線価に基づ

いて奥行補正等の合理的な調整を行って算出した価額、及び鑑定評価額に基づいた価額等から処分費用見込額を控除して算定

しております。 

３．１株当たり中間純利益金額   ８円 89 銭 



（有価証券関係） 

 中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中のコマーシャル・ペ

ーパー及び信託受益権が含まれております。 

１．満期保有目的の債券（平成 22 年９月 30 日現在） 

  該当ありません。 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成 22 年９月 30 日現在）  

 中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 ― ― ― 

関連法人等株式 ― ― ― 

合計 ― ― ― 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 20 

関連法人等株式 ― 

合計 20 

  これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社・子法人等

株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

３．その他有価証券（平成 22 年９月 30 日現在） 

 

種類 

中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

株式 2,500 2,024 476 

債券 161,711 157,684 4,026 

国債 85,025 82,674 2,350 

地方債 50,826 49,806 1,019 

社債 25,859 25,203 656 

その他 4,430 3,934 496 

小計 168,642 163,643 4,999 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株式 5,914 7,010 △1,095 

債券 6,409 6,426 △16 

国債 4,987 4,996 △8 

地方債 ― ― ― 

社債 1,422 1,430 △7 

その他 32,021 38,091 △6,070 

小計 44,345 51,527 △7,181 

合計 212,988 215,170 △2,181 

（追加情報） 

 変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態にあると

判断し、当中間期においては、合理的に算定された価額をもって中間貸借対照表計上額としております。これにより、市場価

格をもって中間貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は 785 百万円増加、「その他有価証券評価差額金」は 785 百万

円増加しております。 

 変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回りに基づく

割引率を用いて割り引いた価額であり、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変数であります。 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

株式 10,619 

その他 2,403 

合計 13,023 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証

券」には含めておりません。 

 



４．減損処理を行った有価証券 

 その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価ま

で回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額

を当中間期の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

 当中間期における減損処理額は、1,627 百万円（うち、その他の証券 1,490 百万円、株式 137 百万円）であります。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、株式については個々の銘柄の当中間期末日前 1 カ月の市場価格

の平均に基づいて算定された額並びにそれ以外については当中間期末日における時価が、取得原価に比較して 50％以上下落

した場合はすべて実施し、30％以上 50％未満の下落率の場合は、発行会社の業況や過去の一定期間における時価の推移等を

考慮し、時価の回復可能性が認められないと判断されるものについて実施しております。 

 

（金銭の信託関係） 

１．満期保有目的の金銭の信託（平成 22 年９月 30 日現在） 

 該当ありません。 

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 22 年９月 30 日現在） 

 該当ありません。 

 

（税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金 1,884 百万円

 退職給付引当金 411  

 有価証券償却 1,248  

 その他有価証券評価差額金 882  

 税務上の繰越欠損金 2,915  

 その他 481  

繰延税金資産小計 7,823  

評価性引当額 △1,163  

繰延税金資産合計 6,660  

繰延税金資産の純額 6,660 百万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中間連結貸借対照表（平成 22 年９月 30 日現在） 

（単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産の部）  （負債の部）  

現 金 預 け 金 21,729 預 金 873,632 

コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形 20,000 譲 渡 性 預 金 29,597 

買 入 金 銭 債 権 1,016 コ ー ル マ ネ ー 及 び 売 渡 手 形 16,027 

商 品 有 価 証 券 67 借 用 金 42,100 

金 銭 の 信 託 970 外 国 為 替 2 

有 価 証 券 226,011 社 債 10,000 

貸 出 金 724,605 そ の 他 負 債 7,368 

外 国 為 替 1,162 退 職 給 付 引 当 金 1,027 

そ の 他 資 産 8,897 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 104 

有 形 固 定 資 産 12,447 偶 発 損 失 引 当 金 22 

無 形 固 定 資 産 697 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 762 

繰 延 税 金 資 産 6,669 支 払 承 諾 5,463 

支 払 承 諾 見 返 5,463 負債の部合計 986,109 

貸 倒 引 当 金 △6,939 （純資産の部）  

  資 本 金 7,000 

  資 本 剰 余 金 18,808 

  利 益 剰 余 金 12,209 

  株 主 資 本 合 計 38,017 

  そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △2,329 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △21 

  土 地 再 評 価 差 額 金 1,024 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △1,326 

  純資産の部合計 36,691 

資産の部合計 1,022,800 負債及び純資産の部合計 1,022,800 

 



                 中間連結損益計算書  
平成 22 年４月 １日から 

平成 22 年９月 30 日まで 
（単位：百万円） 

科     目 金     額 

経 常 収 益    13,322  

資 金 運 用 収 益  8,605    

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） （7,600）    

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） （983）    

役 務 取 引 等 収 益  2,594    

そ の 他 業 務 収 益  1,647    

そ の 他 経 常 収 益  474    

経 常 費 用    11,558  

資 金 調 達 費 用  1,115    

（ う ち 預 金 利 息 ） （887）    

役 務 取 引 等 費 用  869    

そ の 他 業 務 費 用  1,512    

営 業 経 費  7,034    

そ の 他 経 常 費 用  1,026    

経 常 利 益    1,763  

特 別 利 益    12  

特 別 損 失    4  

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益    1,772  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  38    

法 人 税 等 調 整 額  811    

法 人 税 等 合 計    850  

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益    921  

少 数 株 主 損 失    △96  

中 間 純 利 益    1,018  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中間連結財務諸表の作成方針 

 
１．連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等    １社 

荘銀事務サービス株式会社 

前連結会計年度末で、当行の連結される子法人等でありました荘銀カード株式会社、株式会社荘銀ベンチャーキャ

ピタル（平成 22 年６月 18 日に株式会社フィデアベンチャーキャピタルに商号変更）、株式会社荘銀総合研究所（平成

22 年７月１日に株式会社フィデア総合研究所に商号変更）、株式会社ＩＳＢコンサルティングは、株式会社荘銀ベン

チャーキャピタル（現：株式会社フィデアベンチャーキャピタル）の第三者割当増資等に伴い、当行の持分比率が減

少したことから、連結の範囲から除外しております。 

 

② 非連結の子会社及び子法人等     －社 

 

２．持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等     ─社 

 

② 持分法適用の関連法人等             ─社 

 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等    ─社 

 

④ 持分法非適用の関連法人等            ─社 

 

３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

９月末日    １社 



連結注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

会計処理基準に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ｲ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち

時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、

ただし株式については中間連結会計期間末前 1 カ月の市場価格の平均に基づく時価法、時価を把握することが極めて困

難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(ﾛ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価

法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4) 減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）について

は定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物 ７年～50 年 

その他 ５年～20 年 

連結される子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しておりま

す。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結され

る子会社で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定

額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額と

し、それ以外のものは零としております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀

行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分

類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権

に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち

必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施した上で資

産査定部署より独立した資産監査部署で監査を行い、その査定結果により上記の引当を行っております。 

連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

(6) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理

計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（15 年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 

なお、会計基準変更時差異（2,710 百万円）については、15 年による按分額を費用処理することとし、当中間連結会計

期間においては同按分額に 12 分の６を乗じた額を計上しております。 

 



(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求

に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(8) 偶発損失引当金の計上基準 

信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金

支払見積額を計上しております。 

(9) 外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

(10) リース取引の処理方法 

当行並びに連結される子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年４月１

日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

(11) 重要なヘッジ会計の方法 

(ｲ) 金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用

に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会報

告第 24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺

するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間

毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対

象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性を評価しております。 

(ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。以下「業種別

監査委員会報告第 25 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外

貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段と

し、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認するこ

とによりヘッジの有効性を評価しております。 

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価

証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件

に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。 

連結される子会社は、デリバティブ取引を行っておりません。 

(12) 消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び「資産除去債

務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日）を適用しております。 

これによる当中間連結会計期間の中間連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第41号平成22年９月21日）により改

正された「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調整前中間純利益」を表示して

おります。 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は 3,585 百万円、延滞債権額は 8,953 百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立

て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不

計上貸出金」という。）のうち、法人税等施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事

由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 



２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債

権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 3,189 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 15,728 百万円であります。 

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形

及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は 2,603

百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券       52,665 百万円 

担保資産に対応する債務 

コールマネー     15,600 百万円 

借用金        36,300 百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 66,273 百万円を差入れており

ます。 

また、その他の資産のうち保証金は 406 百万円であります。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定

された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る

融資未実行残高は、125,562 百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可

能なもの）が 123,521 百万円であります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及び

その他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条

項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的

に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講

じております。 

８．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評

価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行なった年月日平成 11 年９月 30 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第３号に定める土地課税台帳に登録

されている価格に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例等による補正等）合理的な調整を行って算出する

方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によって算出する方法を併用しております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額   7,772 百万円 

10. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 5,800 百万円が含まれてお

ります。 

11．社債は、全額劣後特約付社債であります。 

12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は

2,135 百万円であります。 

13．１株当たりの純資産額   302 円 43 銭 

14．銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準） 9.39％ 

 

（中間連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸倒引当金繰入額 318 百万円、株式等償却 237 百万円、株式等売却損 203 百万円を含んでお

ります。 



２．当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小区分である営業店単位（ただし、連携して営業を行っている営業店

グループは当該グループ単位）で、遊休資産については各資産単位でグルーピングを行っております。また、本部、事務セ

ンター、社宅・寮、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

また、連結される子会社は、各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。 

このうち、以下の資産及び資産グループについて、地価の下落等により投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計４百万円を「減損損失」として特別損失に計上しております。 

区分 地域 主な用途 種類 減損損失 

遊休資産 山形県内 遊休資産１カ所 土地 ４百万円 

合計    ４百万円 

なお、当該資産グループの回収可能性については、正味売却価額により算出しております。正味売却価額は、路線価に基

づいて奥行補正等の合理的な調整を行って算出した価額、及び鑑定評価額に基づいた価額等から処分費用見込額を控除して

算定しております。 

３．１株当たり中間純利益金額   ８円 39 銭 

 

（金融商品関係） 

○ 金融商品の時価等に関する事項 

平成 22 年９月 30 日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含まれておりません((注２)参照)。 

   （単位：百万円） 

 
中間連結貸借 
対照表計上額 

時  価 差  額 

（1）現金預け金 21,729 21,729 ―

（2）コールローン及び買入手形 20,000 20,000 ―

（3）買入金銭債権（＊１） 1,013 1,013 ―

（4）商品有価証券 

   売買目的有価証券 67 67 ―

（5）金銭の信託 970 970 ―

（6）有価証券 

   その他有価証券 212,988 212,988 ―

（7）貸出金 724,605

   貸倒引当金（＊１） △6,913

 717,692 740,111 22,418

（8）外国為替（＊１） 1,162 1,162 ―

資産計 975,625 998,044 22,418

（1）預金 873,632 874,515 883

（2）譲渡性預金 29,597 29,597 ―

（3）コールマネー及び売渡手形 16,027 16,027 ―

（4）借用金 42,100 41,945 △154

（5）外国為替 2 2 ―

（6）社債 10,000 9,868 △131

負債計 971,360 971,957 597

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの (12) (12) ―

ヘッジ会計が適用されているもの (36) (36) ―

デリバティブ取引計 (49) (49) ―

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対す

る貸倒引当金については重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。 

（＊２）デリバティブ取引によって生じた債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、

（  ）で表示しております。 



（注１）金融商品の時価の算定方法 

資  産 

（1）現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期

のある預け金については、ほとんどが残存期間１年以内の短期間のものであり、時価は帳簿価額と近似していることか

ら当該帳簿価額を時価としております。 

（2）コールローン及び買入手形 

これらは、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価とし

ております。 

（3）買入金銭債権 

買入金銭債権は、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時

価としております。 

（4）商品有価証券 

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示され

た価格によっております。 

（5）金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株

式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

（6）有価証券 

株式は取引所の価格（期末月の月中平均）、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっており

ます。投資信託は、公表されている基準価格等によっております。 

私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、信用格付ごとの信用リスクスプレッド及び市場金利で割り引いて時

価を算定しております。 

変動利付国債については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態にあると

判断し、当中間連結会計期間末においては、合理的に算定された価額をもって中間連結貸借対照表計上額としておりま

す。これにより、市場価格をもって中間連結貸借対照表計上額とした場合に比べ、「有価証券」は 785 百万円増加、「そ

の他有価証券評価差額金」は 785 百万円増加しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回りに

基づく割引率を用いて割り引いた価額であり、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変数であり

ます。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しております。 

（7）貸出金 

貸出金のうち、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を

時価としております。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けていないも

のについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため当該帳簿価額

を時価としております。 

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、信用格付ごとの信用リスクスプレッ

ド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。また、変動金利によるものも、固定金利によるものと同様に、

内部格付、期間に基づく区分ごとに、信用格付ごとの信用リスクスプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定して

おります。なお、信用リスクスプレッドは信用格付ごとの累積デフォルト率、債務者区分別ロス率を基に残存期間帯別

に計算しております。 

貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在

価値又は担保及び保証により回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における

中間連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており当該価額を時価としております。 

（8）外国為替 

外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、輸出手形・旅行小切手等（買入外国為替）、輸入手形に

よる手形貸付（取立外国為替）であります。これらは、満期のない預け金、又は残存期間が短期間（１年以内）であり、

それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

負 債 

（1）預金、及び（2）譲渡性預金 

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、

定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。

その割引率は、新規に預金を受け入れる際の店頭表示基準利率を用いております。なお、残存期間が短期間（１年以

内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 



 

（3）コールマネー及び売渡手形 

これらは、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価とし

ております。 

（4）借用金 

借用金のうち、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を

時価としております。 

残存期間が１年超のもので、期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後借入金については、期

限前償還の可能性を考慮した見積りキャッシュ・フローを見積り期間に対応した市場金利に当行の信用リスクを加味し

た利率で割り引いて時価を算定しております。 

（5）外国為替 

外国為替については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価格を時価とし

ております。 

（6）社債 

当行の発行する公募による社債で市場価格の存在するものについては、当該市場価格を時価としております。期限前

償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後債については、期限前償還の可能性を考慮した見積りキャッ

シュ・フローを見積り期間に対応した市場金利に当行の信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しておりま

す。 
 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、通貨オ

プション、通貨スワップ等）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）であり、取引所の価格、割引現在価値や

オプション価格計算モデル等により算出した価格によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（6）そ

の他有価証券」には含まれておりません。 

 (単位：百万円)

区  分 中間連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式（＊１）（＊２） 10,619

② 組合出資金（＊３） 2,403

合  計 13,023

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象

とはしておりません。 

（＊２）当中間連結会計期間において、非上場株式について０百万円減損処理を行っております。 

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されてい

るものについては、時価開示の対象としておりません。 



 

（有価証券関係） 

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中のコマーシャ

ル・ペーパー及び信託受益権を含めて記載しております。 

 

１．満期保有目的の債券（平成 22 年９月 30 日現在） 

該当ありません。 

２．その他有価証券（平成 22 年９月 30 日現在） 

 種類 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超える
もの 

株式 2,500 2,024 476

債券 161,711 157,684 4,026

 国債 85,025 82,674 2,350

 地方債 50,826 49,806 1,019

 社債 25,859 25,203 656

その他 4,430 3,934 496

小計 168,642 163,643 4,999

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超えな
いもの 

株式 5,914 7,010 △1,095

債券 6,409 6,426 △16

 国債 4,987 4,996 △8

 地方債 ─ ─ ─

 社債 1,422 1,430 △7

その他 32,021 38,091 △6,070

小計 44,345 51,527 △7,181

合計 212,988 215,170 △2,181

 

３．減損処理を行った有価証券 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原

価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするととも

に、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

当中間連結会計期間における減損処理額は、1,627 百万円（うち、その他の証券 1,490 百万円、株式 137 百万円）であ

ります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、株式については個々の銘柄の当中間連結会計期間末前１カ

月の市場価格の平均に基づいて算定された額並びにそれ以外については当中間連結会計期間末日における時価が、取得原

価に比較して 50％以上下落した場合は全て実施し、30％以上 50％未満の下落率の場合は、発行会社の業況や過去の一定

期間における時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められないと判断されるものについて実施しております。 

 

（金銭の信託関係） 

１．満期保有目的の金銭の信託（平成 22 年９月 30 日現在） 

該当ありません。 

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成 22 年９月 30 日現在） 

該当ありません。 

 

（賃貸等不動産関係） 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 


